
 
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
特

定
非
営
利
活
動
法
人
か
ら
定
款
変
更
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。

 
 

平
成
二
十
二
年
十
二
月
十
三
日

広
島
県
知
事

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦

特
定
非
営
利

活
動
法
人
の

名 
 
 

称

代

表

者

の

氏

名

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

定

款

に

記

載

さ

れ

た

目

的

定
款
変
更
の

内

容

申

請

の

あ

っ

た

年

月

日

特
定
非
営
利

活
動
法
人
ひ

ろ
し
ま
創
発

塾 

東 

克
哉 
広
島
県
広
島

市
中
区
十
日

市
町
一
丁
目

一
番
二
二
号

寺
岡
ビ
ル
二

階

こ
の
法
人
は
、
地
方

分
権
時
代
と
な
る
二

一
世
紀
の
わ
が
国
の

社
会
に
お
い
て
、
地

域
住
民
が
よ
り
自
立

的
・
主
体
的
に
考

え
、
行
政
と
の
協
働

に
よ
っ
て
行
動
し
、

自
ら
の
地
域
を
自
ら

が
治
め
る
身
近
な
民

主
主
義
の
意
義
へ
の

理
解
を
深
め
る
た
め

の
事
業
を
実
施
す
る

こ
と
に
よ
り
、
地
域

住
民
の
想
い
を
カ
タ

チ
に
す
る
こ
と
の
で

き
る
持
続
的
な
地
域

社
会
、
ま
ち
づ
く
り

に
寄
与
す
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
。

・
会
員
の
資
格

喪
失
条
件
の
変

更 ・
総
会
の
招
集

方
法
の
変
更 

・
理
事
会
の
招

集
方
法
の
変
更 

平
成
二
二
年 

一
二
月
二
日 

特
定
非
営
利

活
動
法
人
ひ

ま
わ
り
洗
車

場 

髙
橋 

幸
雄 

広
島
県
福
山

市
一
文
字
町

一
四
番
一
四

号
日
東
製
網

株
式
会
社
内

こ
の
法
人
は
、
知
的

発
達
に
障
害
を
持
つ

人
た
ち
を
は
じ
め
と

す
る
、
さ
ま
ざ
ま
な

障
害
を
持
つ
人
た
ち

の
人
権
が
尊
重
さ

れ
、
安
心
か
つ
豊
か

な
生
活
が
送
れ
る
地

域
生
活
の
実
現
を
目

指
す
。
そ
の
た
め
に

必
要
と
さ
れ
る
日
中

活
動
、
就
労
、
生

活
、
地
域
と
の
交
流

等
に
関
す
る
事
業
を

行
い
、
す
べ
て
の

人
々
の
福
祉
の
向
上

を
図
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
。 

事
業
の
変
更 

平
成
二
二
年 

一
二
月
二
日 


